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規 則

退職手当の基礎在職期間等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

退職手当の基礎在職期間等に関する規則の一部を改正する規則
退職手当の基礎在職期間等に関する規則（平成 年北海道規則第 号）の一部を次のよう

に改正する。
第３条第２号中「限る。）」の次に「又は育児短時間勤務（同法第 条第１項に規定する
育児短時間勤務（同法第 条の規定による短時間勤務を含む。）をいう。）により現実に職
務をとることを要しない期間」を加える。

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を
定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範
囲を定める規則の一部を改正する規則

北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を
定める規則（平成 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第２条の表２の項中「別表第１の４の３の項 」を「別表第１の４の４の項 」に改める。
附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

北海道建設部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定め
る規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
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北海道規則第 号

北海道建設部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を
定める規則の一部を改正する規則

北海道建設部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定め
る規則（平成 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第２条の表６の項中「別表第１の の項 」を「別表第１の の項 」に改め、同表８の

項中「別表第１の の項 」を「別表第１の の項 」に、「別表第１の の項 」を「別
表第１の の項 」に改める。

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。ただし、第２条の表６の項の改正規定は、
公布の日から施行する。

北海道営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道営住宅条例施行規則の一部を改正する規則
北海道営住宅条例施行規則（平成９年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第６条第１項中「、知事が別に定める書面を添えて」を削り、同条に次の２項を加える。

４ 支庁長は、条例第８条第２項又は第８条の２第１項の規定により道公営住宅の入居者を
決定しようとするときは、入居申込者に対し、次に掲げる書面を提出させることができる。

入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者が親族であることを証する書面
入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証
する書面
入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記
第１号様式の２の同意書（知事が別に定める者に係るものを除く。）
第８条の表右欄に掲げる要件を具備することを証する書面（条例第９条第３項の規定
による選考をしようとする場合に限る。）
前各号に掲げるもののほか、支庁長が必要と認める書面

５ 条例第９条第４項の規定による当選率の引上げを受けようとする入居申込者は、入居申
込書に第８条の２各号のいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。
第 条第１項を削り、同条第２項中「第 条」を「第 条第１項（条例第 条において準

用する場合を含む。以下同じ。）」に、「知事が別に定める」を「次に掲げる」に改め、同
項に次の各号を加える。

同居しようとする者の所得を証する書面

同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書面
同居しようとする者に係る別記第１号様式の２の同意書（知事が別に定める者に係る
ものを除く。）
前３号に掲げるもののほか、支庁長が必要と認める書面

第 条第２項を同条第１項とし、同条第３項中「第 条」を「第 条第１項」に改め、同
項を同条第２項とする。
第 条中「知事が別に定める」を「当該増減の事実を証する」に改め、同条後段を削る。
第 条第１項を削り、同条第２項中「第 条」を「第 条第１項（条例第 条において準

用する場合を含む。以下同じ。）」に、「知事が別に定める」を「次に掲げる」に改め、同
項に次の各号を加える。

入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面
承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しよう
とする親族の所得を証する書面
承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しよう
とする親族に係る別記第１号様式の２の同意書（知事が別に定める者に係るものを除
く。）
前３号に掲げるもののほか、支庁長が必要と認める書面

第 条第２項を同条第１項とし、同条第３項中「第 条」を「第 条第１項」に改め、同
項を同条第２項とする。
第 条の次に次の１条を加える。
（駐車場の使用の申込み）
第 条の２ 条例第 条第１項の規定による使用の申込みをしようとする者は、入居者及び
同居者に係る別記第１号様式の２の同意書（知事が別に定める者に係るものを除く。）を
支庁長に提出しなければならない。
別記第１号様式（裏）中「公団」を「都市再生機構」に、
「３ この申込書に記入した住宅状況について事実調査をする場合は、その調査を妨げ、又は拒

絶しません。 」を

「３ この申込書に記入した住宅状況について事実調査をする場合は、その調査を妨げ、又は拒
絶しません。

４ 申込者及び申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族は、 力団員による不当な行
為の防止等に関する法律（平成３年法律第 号）第２条第６号に規定する 力団員ではあり
ません。 」

に改め、

同様式の次に次の１様式を加える。

別記第１号様式の２（第６条、第 条、第 条、第 条の２関係）

年 月 日
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北海道 支庁長 様
同 意 書

支庁長が北海道営住宅条例（平成９年北海道条例第 号）第 条の規定により、
力団員であるかどうかについて北海道警察本部長の意見を聴くことについて同意
します。

注１ 氏名欄に自署した場合は、押印を省略できます。
２ 本籍及び生年月日を証する書面を添付してください。

別記第３号様式（裏）中
「 賃を３月以上滞納したとき、道営住宅などを故意に壊す行為をしたとき等には、道営

住宅を直ちに退去するように請求することがあります。 」を

「 賃を３月以上滞納したとき、道営住宅などを故意に壊す行為をしたとき等には、道営
住宅を直ちに退去するように請求することがあります。
力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 号）第２条第６号

に規定する 力団員であることが判明した場合であって道営住宅の管理のため特に必要があ
ると認めるときは、勧告を行い、勧告に従わない場合には道営住宅を直ちに退去するよう請
求することがあります。 」

に改める。

別記第８号様式中「 次の者と同居したいので、申請します。」を
「 次の者と同居したいので、申請します。
なお、同居させようとする者は 力団員による不当な行為の防止等に関する法律 に改
（平成３年法律第 号）第２条第６号に規定する 力団員ではありません。 」

め、同様式中注２の事項を次のように改める。
２ 同居しようとする者の所得を証する書面、同居しようとする者が入居者の親族であること
を証する書面、同居しようとする者に係る北海道警察本部長の意見聴取に関する同意書その
他支庁長が必要と認める書面を添付してください。

別記第 号様式中
「 次の理由により、この住宅に引き続き居住したいので、申請します。」を
「 次の理由により、この住宅に引き続き居住したいので、申請します。
なお、申請者及び申請者と現に同居し、又は同居しようとする親族は 力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 号）第２条第６号に規定
する 力団員ではありません。 」

に改

め、同様式注２の事項を次のように改める。
２ 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面、申請者及び申請者と現に同居し、又は
同居しようとする親族の所得を証する書面、申請者及び申請者と現に同居し、又は同居しよ
うとする親族に係る北海道警察本部長の意見聴取に関する同意書その他支庁長が必要と認め
る書面を添付してください。

別記第 号様式の２中
「 なお、この住宅には、入居の決定に 年 月 日までの入居期限が付され
ており、入居期限が到来する日をもって当該決定は効力を失うこと及び入居期限が到
来する日までにこの住宅を明け渡さなければならないことは承知しています。 」

を

「 なお、この住宅には、入居の決定に 年 月 日までの入居期限が付され
ており、入居期限が到来する日をもって当該決定は効力を失うこと及び入居期限が到
来する日までにこの住宅を明け渡さなければならないことは承知しています。
また、申請者及び申請者と現に同居し、又は同居しようとする親族は 力団員によ

に

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 号）第２条第６号に規定する
力団員ではありません。 」

改め、同様式注２の事項を次のように改める。
２ 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面、申請者及び申請者と現に同居
し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面、申請者及び申請者と現に同居
し、又は同居しようとする親族に係る北海道警察本部長の意見聴取に関する同意書
その他支庁長が必要と認める書面を添付してください。
附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

訓 令

北海道訓令第 号

番号
フ リ ガ ナ
氏 名 本 籍 生 年 月 日

１ 印

２ 印

３ 印

４ 印

５ 印
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本 庁
出 先 機 関

単純労務職員の勤務時間等に関する規程及び北海道職員の育児休業等に関する規程の一部
を改正する訓令を次のように定める。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
単純労務職員の勤務時間等に関する規程及び北海道職員の育児休業等に関する規程の
一部を改正する訓令

（単純労務職員の勤務時間等に関する規程の一部改正）
第１条 単純労務職員の勤務時間等に関する規程（昭和 年北海道訓令第６号）の一部を次
のように改正する。
本則中「３歳に満たない子」を「小学校就学の始期に達するまでの子」に改める。
（北海道職員の育児休業等に関する規程の一部改正）

第２条 北海道職員の育児休業等に関する規程（平成４年北海道訓令第４号）の一部を次の
ように改正する。
第２条第３項中「第３条第３号」を「第３条第４号」に、「育児休業計画書」を「育児
休業等計画書」に改める。
第６条第１項中「第９条第１項」を「第 条第１項」に改める。
別記第１号様式を次のように改める。
別記第１号様式（第２条関係）

育 児 休 業 承 認 請 求 書
年 月 日

北海道知事 様
所 属
職 名
氏 名
（職員番号 ）

次のとおり
育 児 休 業 の 承 認
育児休業の期間の延長

を請求します。

（注）１ この請求書（育児休業の期間の延長に係るものを除く。）には、請求に
係る子の氏名、生年月日及び請求者との続柄を証明する書類（戸籍抄本、
医師又は助産師が発行する出生（産）証明書、母子健康手帳の出生届出済証
明書等）を添付すること（写しでも可）。
２ 「６ 備考」欄には、 請求に係る子以外に３歳に満たない子を養育す
る場合、その氏名、生年月日及び請求者との続柄、 請求に係る子が養子
の場合、養子 組の効力が生じた日、 請求に係る子以外の子について現
に育児休業の承認を受けている場合、その旨並びに当該承認に係る子の氏
名及び当該承認の請求に係る期間等を記入すること。
３ 該当する□にはレ印を記入すること。

別記第２号様式中「育 児 休 業 計 画 書」を「育 児 休 業 等 計 画 書」
に、「第３条第３号」を「第３条第４号」に改め、同様式３の事項中「に利用する制度
等」を「の方法」に改め、同様式注１の事項中「育児休業計画書」を「育児休業等計画
書」に改め、同様式注２の事項中「請求者の育児休業請求期間」を「「育児休業請求期
間」欄」に改め、同様式注３の事項中「請求者の配偶者の養育予定期間」を「「養育予定
期間」欄に」に改め、同様式注４の事項中「場合は、」の次に「１から３までの記載事項
のうち」を加える。
別記第４号様式を次のように改める。
別記第４号様式（第６条関係）

１ 請求に係る子 ２ 職員以外の当該子の親

氏 名 氏 名

生 年 月 日 年 月 日生 子との同・別居 □ 同居 □ 別居

職員との続柄 就 業 の 有 無 □ 有 □ 無

３ 請求の内容

□ 育児休業の承認 □ 育児休業の期間の延長

□ 再度の育児休業の承認 □ 再度の育児休業の期間の延長
（再度の育児休業又は再度の育児休業の期間の延長を必要とす
る特別の事情）

４ 請求の期間 年 月 日から 年 月 日まで

５ 既に承認さ
れた育児休業
の期間

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

６ 備 考

所属長の意見
年 月 日

（所属長） 印
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（注）１ この請求書には、請求に係る子の氏名、生年月日及び請求者との続柄を
証明する書類（戸籍抄本、医師又は助産師が発行する出生（産）証明書、
母子健康手帳の出生届出済証明書等）を添付すること（写しでも可）。
２ 「４ 備考」欄には、請求に係る子について、職員以外の当該子の親が
部分休業等の制度の適用を受けている場合、その内容を記入すること。
３ 該当する□にはレ印を記入すること。

附 則

１ この訓令は、平成 年 月 日から施行する。
２ この訓令の施行の際現に第２条の規定による改正前の北海道職員の育児休業等に関する

規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、同条の規定による改正
後の北海道職員の育児休業等に関する規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを
妨げない。

告 示

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の３第１項の規定により、次の地区について
道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、平成 年 月 日から 日間、一般の縦覧に供する。
なお、この変更計画については、同条第６項において準用する同法第 条第６項の規定に

基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して 日以内に北海道知事に異議申立てをするこ
とができる。
また、同条第７項の規定による決定に不服がある者は、同条第 項の規定に基づき、北海

道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の取
消しの訴えを提起することができる。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
南 幕 別 畑地帯総合整備［担い手育成型］（農業用用排水施設、 北海道十勝支庁

農業用道路、区画整理、暗きょ排水、土層改良）
戸 蔦 別 一般農道整備（広域関連） 同

受理年月日 年 月 日

承認年月日 年 月 日

決 裁 欄

部 分 休 業 承 認 請 求 書

年 月 日
（所属長） 様

職 名
氏 名
（職員番号 ）

次のとおり部分休業の承認を請求します。

１ 請求に係る子 ２ 職員以外の当該子の親

氏 名 氏 名

生 年 月 日 年 月 日生 子との同・別居 □ 同居 □ 別居

職員との続柄 就 業 の 有 無 □ 有 □ 無

３ 請求期間及
び時間

期 間 時 間

年 月 日から
年 月 日まで

□ 毎日 □ その他（ ）

午前 時 分 時 分
午後 時 分 時 分

４ 備 考

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 夕張郡長沼町字馬追原野 から 、 、 、

、 、 、 、
２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 解 除 の 理 由 河川管理施設用地とするため

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
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要件を変更する予定である。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林 松前郡松前町（次の図に示す部分に限る。）

の所在場所
保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
２ 指定施業要件変更予定保安林 名寄市（次の図に示す部分に限る。）

の所在場所
保安林として指定された目的 風害の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
３ 指定施業要件変更予定保安林 宗谷郡猿払村（次の図に示す部分に限る。）

の所在場所
保安林として指定された目的 風害の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
４ 指定施業要件変更予定保安林 宗谷郡猿払村（次の図に示す部分に限る。）

の所在場所

保安林として指定された目的 公衆の保健
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を関係支庁産業振興
部林務課並びに名寄市役所及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件の変更に係る保

安林の所在場所
宗谷郡猿払村・礼文郡礼文町（以上１町１村につい

て次の図に示す部分に限る。）
保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁止する。
礼文町（次の図に示す部分に限る。）
その他の森林については、主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
２ 指定施業要件の変更に係る保 利尻郡利尻富士町（次の図に示す部分に限る。）

安林の所在場所
保安林として指定された目的 干害の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
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町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道宗谷支庁産

業振興部林務課及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の３及び第 条第６項において準用する同法第
条第３項の規定による保安林の指定施業要件の変更の通知に係る次の者の所在が不分明なの
で、同法第 条の規定により、その通知の内容を関係町村役場の掲示場に掲示した。その
要旨は、平成 年北海道告示第 号のとおりである。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 所在が不分明な者

宗谷郡猿払村知来別 の５所在の森林について所有権を有する 加賀谷 熊 吉
掲 示 場 所 猿払村役場

２ 所在が不分明な者
礼文郡礼文町大字香深村字エコキナイ 、 、 所在の森林について所有権を有

する 武 井 栄 治、武 井 寛 子
掲 示 場 所 礼文町役場

なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成 年 月 日

北海道後志支庁長 宮 木 康 二
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量 デジタル複写機 １台
調達をする物品等の仕様等 入札説明書及び仕様書による。
納 入 期 限 平成 年２月 日（金）
納 入 場 所 北海道後志支庁地域振興部税務課

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第 号に規定する物品の購入の資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
当該調達をする物品等に関し、要求仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明
した者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならな
い。
ア 申 請 の 時 期 平成 年 月 日（金）から平成 年１月 日（火）まで

（ただし、土曜日・日曜日・祝日及び平成 年 月 日から平
成 年１月３日までの閉庁日を除く。）

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号 田郡 知安町北１条東２丁目
北海道後志支庁地域振興部総務課出納需品係

審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道後志支庁地域振興部総務課出納需品係

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 田郡 知安町北１条東２丁目 北海道後志合同庁舎２階講

堂（送付による場合は、郵便番号 田郡 知安町
北１条東２丁目 北海道後志支庁地域振興部総務課出納需品
係）

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道帯広土木現業所に備え置いて、告

示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 川西芽室音更線 帯広市西 条南２丁目７番１地先から 平成

帯広市西 条南１丁目 番４地先まで

支 庁 告 示

北海道後志支庁告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
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入 札 日 時 平成 年１月 日（水）午後２時（送付による場合は、平成
年１月 日（火）までに必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

７ 一連の調達契約に関する事項
この契約による調達後において調達が予定される物品等の名称、数量及びその入札の
公告の予定時期
ア 名 称 及 び 数 量 複写機の賃貸借 ４台
イ 予 定 時 期 平成 年２月頃
この契約を含む一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告
平成 年７月 日付け北海道後志支庁告示第 号

８ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ４に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

９ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のア及び３の
そ の 他
平成 年北海道告示第 号の の 、 、 、 、 、 、 及び によるほか、次に

よる。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道後志支庁地域振興部総務課出納需品係
所 在 地 郵便番号 田郡 知安町北１条東２丁目

電話番号

．
．

．

北海道胆振支庁告示第 号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成 年 月 日

北海道胆振支庁長 大 杉 定 通
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
パーソナルコンピューター等の賃貸借 一式（１月当たりの単価）
パーソナルコンピューター 台
プリンタ ２台
カラープリンタ １台

２ 落札を決定した日
平成 年 月４日

３ 落札者の氏名及び住所
氏 名 大丸藤井株式会社
住 所 札幌市中央区南１条西３丁目２番地

４ 落札金額
円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成 年 月 日付け北海道胆振支庁告示第 号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道室蘭土木現業所企画総務部総務課
所在地 室蘭市幸町９番 号

道 立 紋 別 病 院 告 示

北海道立紋別病院告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年 月 日

北海道立紋別病院長 及 川 郁 雄
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１ 入札に付する事項
調達をする物品等の名称及び数量
富士通株式会社の医療事務システム「 ／ 」又はこれと同等の機能を

有する医療事務システムを基幹システムとする医事会計システムを搭載した電子計算機
器の賃貸借 一式（１月当たりの単価）
調達をする物品等の仕様等 入札説明書及び要求仕様書による。
納 入 期 日 平成 年３月 日
契 約 期 間 平成 年４月１日から平成 年３月 日まで。ただし、予算

の範囲内で、当該期間を変更することがあり得る。
納 入 場 所 北海道立紋別病院

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第 号に規定する物品の賃貸借の資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
当該機器に関し、要求仕様書に記載のハードウエア要件等を満たしていることを証明
した者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならな
い。
ア 申 請 の 時 期 平成 年 月 日から平成 年１月 日まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 紋別市 町５丁目６番８号

北海道立紋別病院庶務課
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所
北海道立紋別病院庶務課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 紋別市 町５丁目６番８号 北海道立紋別病院１階別棟会議

室（送付による場合は、郵便番号 紋別市 町５丁
目６番８号 北海道立紋別病院庶務課）

入 札 日 時 平成 年１月 日（木）午前 時（送付による場合は、平成
年１月 日（水）までに必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 紋別市 町５丁目６番８号 北海道立紋別病院庶務課
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 グラムに見
合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、契約に関する事務
を担当する組織に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
北海道財務規則（昭和 年北海道規則第 号）第 条第１項の規定により定めた予定
価格（１月当たりの単価）の制限の範囲内で最低の価格（１月当たりの単価）をもって入
札（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。
９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の の 、 、 、 及び によるほか、次による。
入札金額等に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の取扱い
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の 分の５に相当
する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切
り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等の課税
事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 分の に相
当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等に係る課税事業者であるか免税
事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その
構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提
出すること。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
ア 名 称 北海道立紋別病院庶務課
イ 所 在 地 紋別市 町５丁目６番８号

電話番号 内線

．
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．

．

道教育庁網走教育局告示

北海道教育庁網走教育局告示第 号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成 年 月 日

北海道教育庁網走教育局長 村 満
１ 随意契約に係る物品等の名称及び数量

小型レーザー加工機 １台
モデリングマシン ５台
入力用パーソナルコンピュータ（デスクトップ型）及び関連機器 台
カラーレーザープリンター ２台
人型ロボット実習システム 台
プリント基板加工機 １台
入力用パーソナルコンピュータ（ノート型）及び関連機器 台
エレベータ／信号機ユニット 台
シーケンス制御装置 台

プログラミングツール 台
シーケンス制御作業受験対策ユニット ５台

２ 随意契約の相手方を決定した日
平成 年 月 日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
氏 名 杉下機械商事株式会社
住 所 札幌市白石区本通５丁目南３番 号

４ 随意契約に係る金額
円

５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由

地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の２第１項第８号の規定による。
７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

名 称 北海道教育庁網走教育局企画総務課
所在地 網走市北７条西３丁目

道教育庁胆振教育局告示

北海道教育庁胆振教育局告示第 号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成 年 月 日

北海道教育庁胆振教育局長 菅 野 滋
１ 落札に係る物品等の名称及び数量（１月当たりの単価）
パーソナルコンピュータの賃貸借 一式 台

２ 落札を決定した日
平成 年 月３日

３ 落札者の氏名及び住所
氏 名 日通商事株式会社
住 所 東京都中央区築地５丁目６番 号

４ 落札金額
円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成 年 月９日付け北海道教育庁胆振教育局告示第 号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道教育庁胆振教育局企画総務課
所在地 室蘭市幸町９番 号

道 人 事 委 員 会 規 則

北海道職員等の育児休業に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年 月 日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則 ５

北海道職員等の育児休業に関する規則等の一部を改正する規則
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第１条 北海道職員等の育児休業に関する規則（北海道人事委員会規則 ０）の一部を次
のように改正する。
第３条を削る。
第２条第１項中「第５条の３第１項」を「第７条第１項」に改め、同項第１号ア中「地
方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第 号）」を「育児休業法」に改め、
同条第２項中「第５条の３第２項」を「第７条第２項」に改め、同条を第３条とし、第１
条の次に次の１条を加える。
（再度の育児休業をすることができる特別の事情）
第２条 条例第３条第４号の人事委員会規則で定める方法は、地方公務員の育児休業等に
関する法律（平成３年法律第 号。以下「育児休業法」という。）その他の法律によ
る育児休業並びに育児短時間勤務及びこれに類する所定労働時間を短縮することにより
子の養育を支援する方法とする。
本則に次の１条を加える。
（育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整）
第４条 条例第８条第１項の人事委員会規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等の基準
に関する規則（北海道人事委員会規則７─ ）第 条に規定する昇給日とする。

第２条 給与の支給に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）の一部を次のように改
正する。
第 条第９号中「第５条の３第１項」を「第７条第１項」に改める。
第 条第５号中「第５条の３第２項」を「第７条第２項」に改める。
第 条の６第２項第７号中「第９条第１項」を「第 条第１項」に改める。

第３条 給料の切替えに伴う経過措置に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）の一
部を次のように改正する。
第２条第 号中「第６条」を「第８条」に改める。
附 則

（施行期日）
１ この規則は、公布の日から施行する。
（育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整に関する経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の北海道職員等の育児休業に関する規則第４条の規定は、育
児休業をした職員が平成 年８月１日以後に職務に復帰した場合における号俸の調整につ
いて適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号俸の調整につ
いては、なお従前の例による。

道 警 察 本 部 告 示

北海道警察本部告示第 号

地方自治法施行令（昭和 年政令第 号。以下「政令」という。）第 条の５第１項の
規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。
平成 年 月 日

北海道警察本部長 橋 清 孝
１ 資格及び調達をする物品等の種類
平成 年度において道が締結しようとする に定める契約に係る一般競争入札に参加す
る者に必要な資格は、 に定めるものとし、当該契約により調達をする地方公共団体の物
品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第 号）第２条第２号
に規定する物品等の種類は、 に定めるものとする。

契 約 平成 年 月 日に一般競争入札の公告を行う外部記録媒体自
動暗号化ソフトウェアの賃貸借契約

資 格 外部記録媒体自動暗号化ソフトウェアの賃貸借契約に関する資
格（以下「資格」という。）

物 品 等 の 種 類 外部記録媒体自動暗号化ソフトウェアの賃貸借
２ 資 格 要 件
平成 年北海道告示第 号の１の 、 、 及び によるほか、次による。
平成 年 月１日現在において、物品の賃貸事業を営んでいること。
当該調達物品に関し、要求仕様書に記載の要件を満たしていることを示した者である
こと。

３ 資 格 要 件 の 特 例
平成 年北海道告示第 号の２による。

４ 資格審査の申請の時期及び方法
申 請 の 時 期 資格審査の申請は、平成 年 月 日から平成 年１月 日ま

で
申 請 の 方 法 資格審査の申請は、次に掲げる申請書類の提出先に、当該提出

先の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなけ
ればならない。

ア 提出先の名称 北海道警察本部総務部会計課
イ 提出先の所在地 札幌市中央区北２条西７丁目

５ 資格審査の再申請並びに資格の有効期間及び当該期間の更新手続並びに資格の喪失
平成 年北海道告示第 号の３の のアからウまで及び 、４の 及び 並びに５の
による。

北海道警察本部告示第 号
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次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年 月 日

北海道警察本部長 橋 清 孝
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量
外部記録媒体自動暗号化ソフトウェアの賃貸借 一式（１月当たりの単価）
調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
契 約 期 間 平成 年３月 日から平成 年３月 日まで。ただし、予算の範

囲内で、当該契約期間を変更することがあり得る。
納 入 場 所 契約担当者等が指定する場所

２ 入札に参加する者に必要な資格
平成 年北海道警察本部告示第 号に規定する外部記録媒体自動暗号化ソフトウェア

の賃貸借の資格を有すること。
３ 契約条項を示す場所
北海道警察本部総務部会計課

４ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場（送

付による場合は、郵便番号 北海道警察本部総務部会計
課）

入 札 日 時 平成 年１月 日 午後２時（送付（書留郵便等に限る。）によ
る場合は、平成 年１月 日午前９時までに必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

５ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の による。

６ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ３に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る返信
用封筒（あて名を明記したもの）及び重量 グラムに見合う郵便
料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、契約に関す
る事務を担当する組織に申し込むこと。
また、北海道警察のホームページ（

）において閲覧・印刷することができる。
７ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
北海道財務規則（昭和 年北海道規則第 号）第 条第１項の規定により定めた予定

価格（１月当たりの単価）の制限の範囲内で最低の価格（１月当たりの単価）をもって入
札（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。
８ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 及び によるほか、次による。
入札金額等に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の取扱い
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 分の５に相当す
る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り
捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課
税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった１月当たりの契約金額の
分の に相当する金額を入札書に記載すること。

イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業
者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成
員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出す
ること。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
ア 名 称 北海道警察本部総務部会計課
イ 所 在 地 郵便番号 札幌市中央区北２条西７丁目

電話番号 内線
９
．

．
．
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